
6 在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン

1 在宅ワーカーへの発注状況

発注者・委託者の実態

回答企業の24.5%が、過去１年間において在宅ワーカーに直接発注しています。
在宅ワーカーへの発注を始めた理由については、「専門的業務への対応」（44.1%）が最も多く、次いで「繁
忙期への対応」(30.3%)となっています。

在宅就業者へ仕事の発注を始めた理由（複数回答）

2 在宅ワーカーの募集方法

在宅ワーカーの募集方法については、「社員からの紹介」（45.4％）が最も多く、次いで、「退職者の応募・
申し出」（25.0％）、「既に取引のある在宅ワーカーからの紹介」（23.7％）、「取引先からの紹介」（23.7％）
となっています。

仕事を発注する在宅ワーカーの募集方法（複数回答）

在宅就業者に直接仕事を発注したか
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（イ）　目的とするＶＤＴ作業に適したノート型機器を適した状態で使用させること。

（ロ）　ディスプレイは、上記ロの（イ）の要件に適合したものを用いること。

（ハ）　入力機器（キーボード、マウス等）は、上記ロの（ロ）の要件に適合したものを用いること。ただし、

ノート型機器は、通常、ディスプレイとキーボードを分離できないので、小型のノート型機器で

長時間のＶＤＴ作業を行う場合は、外付けキーボードを使用することが望ましい。

（ニ）　必要に応じて、マウス等を利用できるようにすることが望ましい。

（ホ）数字を入力する作業が多い場合は、テンキー入力機器を利用できるようにすることが望ましい。

ニ　携帯情報端末は、長時間のＶＤＴ作業に使用することはできる限り避けることが望ましい。

ホ　ソフトウェアは、次の要件を満たすものを用いることが望ましい。

（イ）　目的とするＶＤＴ作業の内容、作業者の技能、能力等に適合したものであること。

（ロ）　作業者の求めに応じて、適切な説明が与えられるものであること。(ヘルプ機能など）

（ハ）　作業上の必要性、作業者の技能、好み等に応じてインターフェイス用のソフトウェアの設定が

容易に変更できること。

（ニ）　作業者の操作の誤りにより、それまでに入力した膨大な量のデータが消失し、復元不可能な場

合、作業者に大きな負担を与えることとなるので、操作ミス等によりデータ等が消去された場合

に容易に復元可能なものであること。

ヘ　椅子は、次の要件を満たすものを用いること。

（イ）　安定しており、かつ、容易に移動できること。

（ロ）　床からの座面の高さは、作業者の体形に合わせて、適切な状態に調整できること。
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3 在宅ワーカーに発注する可能性のある（発注している）仕事

在宅ワーカーに発注する可能性のある（発注している）仕事の内容については、「Webサイト作成」（43.6％）
が最も多く、次いで「Webデザイン、グラフィック」及び「設計、製図（CADなど）」（36.4％）、「データ入力」
（33.6％）となっています。

在宅ワーカーに発注する可能性のある（発注している）仕事（複数回答）

4 今後の発注見通し

今後の在宅ワーカーへの発注量についての見通しについては、「現状維持」が39.5%と最も多く、「増やし
たい」（9.9％）、「やや増やしたい」(15.1%）と合わせると、今後の在宅ワーカーへの発注量を「増やしたい、
現状維持」とする企業は64.5%と６割を超えます。

今後の在宅ワーカーへの発注についての見通し
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（１）　照明及び採光

イ　室内は、できるだけ明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせないようにすること。

ロ　ディスプレイ画面上における照度は500ルクス以下、書類上及びキーボード上における照度は300

ルクス以上とすること。また、ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと

周辺の明るさの差はなるべく小さくすること。

ハ　ディスプレイ画面に直接又は間接的に太陽光等が入射する場合は、必要に応じて窓にブラインド又

はカーテン等を設け、適切な明るさとなるようにすること。

（２）　必要に応じ、次に掲げる措置を講ずること等により、グレア(視野内で過度に輝度が高い点や面が

見えることによっておきる不快感や見にくさのことで、光源から直接又は間接に受けるギラギラした

まぶしさなどをいう)や映り込みの防止を図ること。

イ　ディスプレイ画面の位置、前後の傾き、左右の向き等を調整すること。

ロ　反射防止型ディスプレイを用いること。

ハ　間接照明等のグレア防止用照明器具を用いること。

ニ　その他グレアを防止するための有効な措置(反射率の低いフィルターの取り付け等)を講じること。

（３）　ＶＤＴ機器及び周辺機器から不快な騒音が発生する場合には、騒音の低減措置(しゃ音及び吸音の

機能をもつつい立てで取り囲む、機器そのものを消音ボックスに収納する、床にカーペットを敷く、

低騒音型機器を使用するなどの方法)を講じること。

（４）　その他、換気、温度及び湿度の調整、空気調和、静電気除去、休憩等のための設備等、必要な措置

等を講じること。


